
 

岐阜県介護福祉士等修学資金貸付規程  

        

（目的） 

第１条 この貸付規程は、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会（以下「本会」という。）が実

施する介護福祉士等修学資金（以下「修学資金」という。）の貸付方法、事務手続等を規定

し、修学資金の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。  

 

（修学資金貸付けの対象者） 

第２条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる介護福祉士又は社

会福祉士（以下「介護福祉士等」という。）を養成する施設等（以下「養成施設等」という。）

に在学する者（他の都道府県に住所を有する者の子弟で、他の都道府県に所在する養成

施設に在学するものを除く。）で、卒業後県の区域（国立知的障害児施設、国立児童自

立支援施設、国立身体障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮、国立保養所そ

の他国立の施設において業務に従事する場合は、全国の区域とする。以下同じ。）内に

おいて介護福祉士等として次条に掲げる業務に従事しようとするものとする。ただし、

既に他の都道府県社協等から同種の修学資金の貸付けを受けている者は、原則重複して

貸付けを受けることができないものとする。  

（１） 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号。以下「法」という。）

第７条第２号に規定する社会福祉士短期養成施設等  

（２） 法第７条第３号に規定する社会福祉士一般養成施設等  

（３） 法第３９条第１号から第３号までの規定に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大

臣の指定した学校 

（４） 法第３９条第１号から第３号までの規定に基づき、厚生労働大臣の指定した養成

施設  

２ 修学資金の貸付けを受ける者の数は、毎年度予算の範囲内で本会会長（以下「会長」と

いう。）が決定する。 

 

（従事業務） 

第３条 前条第１項に掲げる養成施設等を卒業した者が同条第１項に規定する修学資金の貸

付けを受けるために介護福祉士等として従事する業務は、平成６３年２月１２日社庶第２

９号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試

験の受験資格に係る介護等の業務範囲について」の別添１に定める職種若しくは別添２に

定める職種又は当該施設の長の業務とする。  

 

（修学資金の額及び貸付期間） 

第４条 修学資金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。 

 （１） 月額５万円  

 （２） 入学準備金 ２０万円（入学年度に限る。） 

 （３） 就職準備金 ２０万円（卒業年度に限る。） 

２ 修学資金を貸付ける期間は、養成施設に在学する期間とする。  

 



 

（修学資金の利息） 

第５条 修学資金は無利息とする。 

 

（貸付けの申請） 

第６条 修学資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、修学資金貸付

申請書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、在学する養成校等を通じ、

会長に提出しなければならない。  

（１） 在学する養成施設の長の推薦書（別記第２号様式）  

（２） 履歴書 

（３） 在学証明書 

（４） 住民票 

（５） 健康診断書 

（６） 成績証明書（養成施設の１学年に在学する者は、卒業した高等学校又は短期大学

の成績証明書その他これに準ずる証明書）  

 （７） 誓約書（別記第４号様式） 

 

（貸付けの決定） 

第７条 会長は、前条の申請書類を審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときは、

貸付けの決定を行い、速やかに申請者に対し、修学資金貸付決定通知書（別記第３号様式）

を交付するものとする。 

 

（連帯保証人） 

第８条 申請者は、連帯保証人（以下「保証人」という。）を１名立てなければならない。  

２ 前項の保証人は、成年の者で独立の生計を営む者でなければならない。この場合におい

て、申請者が未成年であるときは、保証人は法定代理人とする。  

 

（修学資金の交付） 

第９条 修学資金は年２回に分けて交付するものとする。  

 

（借用証書） 

第 10 条 借受人は、修学資金の貸付決定通知書の交付を受けた後、直ちに修学資金借用証

書（別記第５号様式）及び修学資金振込口座申請書（別記第６号様式）を会長に提出しな

ければならない。 

 

（届出義務） 

第 11 条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を会長に届け出なけ

ればならない。 

（１） 氏名又は住所を変更したとき。 

（２） 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。  

（３） 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。  

（４） 留年したとき。 



 

（５） 停学又は退学の処分を受けたとき。  

（６） 修学資金の借受けを辞退するとき。  

 （７） 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡し、破

産手続開始の決定を受け、その他保証人として適当でなくなったとき。  

（８） 修学に関し、他の資金の貸付け又は支給を受けたとき。  

（９） 養成施設を卒業したとき、及び介護福祉士等の登録を受けたとき。  

（10） 養成施設卒業後、介護福祉士等として第３条に規定する業務に従事し始めたとき、

及び業務に従事しなくなったとき。  

（11） 業務に従事する場所を変更したとき。 

２ 借受人は、業務に従事しているため、第１９条による返還の猶予を受けている間は、毎

年４月３０日までに業務等状況報告書を会長に提出しなければならない。 

３ 借受人が死亡したときは、保証人は、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。  

 

（保証人の変更） 

第 12 条 借受人は、保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定を受け、又はその他保

証人として適当でなくなったときは、速やかに代わりの保証人を立てなければならない。 

 

（貸付け決定の取消し等） 

第 13 条 会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取

り消すものとする。 

（１） 退学したとき。 

（２） 心身の故障等のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。  

（３） 学業成績又は素行が著しく不良と認められるとき。  

（４） 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。  

（５） 死亡したとき。 

（６） その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。  

２ 借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた

日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないも

のとする。この場合において、これらの月の分として既に交付した修学資金があるときは、

当該借受人が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けられたものとみなす。 

 

（修学資金の返還） 

第 14 条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する理由が生じた日

の属する月の翌月から会長が定める期間（第１９条の規定により返還債務の履行が猶予

されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間）内に修学資金を返還

しなければならない。  

（１） 前条第１項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。  

（２） 養成施設等を卒業した日から１年以内に、県の区域内において介護福祉士等とし

て第３条に規定する業務に従事しなかったとき。  

（３） 県の区域内において介護福祉士等として第３条に規定する業務に従事する意思が

なくなったとき。 



 

（４） 第３条に規定する業務に就いた後、業務外の理由により死亡し、又は心身の故

障により業務に従事できなくなったとき。  

２ 借受人は、修学資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算し

て２０日以内に修学資金返還明細書（別記第７号様式）を会長に提出しなければならない。  

３ 借受人は、前項の規定により提出した修学資金返還明細書の内容に変更を加えようとす

るときは、その理由を記載した修学資金返還方法変更承認申請書（別記第８号様式）を会

長に提出し、その承認を得なければならない。 

 

（返還債務の当然免除） 

第１５条 会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付けた修学資金の返還債務

（履行期の到来していないものに限る。次条において同じ。）の全部を免除する。 

 （１） 借受人が、養成施設等を卒業した日から１年以内に、県の区域内において介護福

祉士等として第３条に規定する業務に従事し、他の養成施設への進学、災害、疾病、

負傷その他やむを得ない理由により業務に従事できなかった期間を除き、５年間（過

疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第１項に規定する過

疎地域において当該業務に従事した場合又は中高年離職者（入学時に４５歳以上の

者であって、離職して２年以内のものをいう。）が当該業務に従事した場合にあ

っては、３年間）引き続き当該業務に従事したとき。  

（２） 借受人が、介護福祉士等として第３条に規定する業務に従事している期間中に、

業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため当該業務を継続

することができなくなったとき。  

 

（返還債務の裁量免除） 

第１６条 会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付けた修学資金の返還債務

の全部又は一部を免除することができる。  

（１） 死亡、心身の故障その他会長がやむを得ないと認める理由により修学資金を返還

することができなくなったとき。  

（２） 県の区域内において修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間以上介護福祉

士等として第３条に規定する業務に従事したとき。  

２ 前項第２号により免除する返還債務の額は、県の区域内において第３条に規定する業務

に従事した期間を、修学資金の貸付けを受けた期間（この期間が２年に満たないときは２

年とする。）の２分の５（前条第１号の規定により第３条に規定する業務に従事した期間が

３年間である者については２分の３）に相当する期間で除して得た数値（この数値が１

を超えるときは、１とする。）を返還債務の額に乗じて得た額とする。  

 

（返還免除の申請） 

第１７条 前２条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする借受人は、修学資金

返還免除申請書（別記第９号様式）に免除を受ける資格を有することを証するに足る書面

を添えて、会長に提出しなければならない。  

 

（返還免除の決定） 



 

第１８条 会長は、前条の申請書類を審査し、返還を免除すべきものと認めたときは、返還

免除の決定を行い、速やかに借受人に対し修学資金返還免除決定通知書（別記第 10 号様

式）を交付するものとする。  

 

（返還の猶予） 

第１９条 会長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該各

号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還債務の履行を猶予するものとする。  

（１） 第１４条第１項第１号又は第３号に規定する理由が生じた後も引き続き当該養成

施設に在学しているとき。 

（２） 当該養成施設を卒業後、更に他の養成施設において修学しているとき。  

２ 会長は、借受人が県の区域内において介護福祉士等として第３条に規定する業務に従事

しているとき、又は災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還すること

が困難であると認めるときは、当該業務に従事する期間又は当該理由が継続する期間、

修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。ただし、猶予期間は８年を超える

ことができない。 

３ 前２項の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする借受人は、修学

資金返還猶予申請書（別記第 11 号様式）に、返還猶予を受ける資格を有することを証す

るに足る書面を添えて、会長に提出しなければならない。  

 

（返還猶予の決定） 

第 20 条 会長は、前条の申請書類を審査し、返還を猶予することが相当であると認めた

ときは、返還猶予の決定を行い、速やかに申請者に対し、修学資金返還猶予決定通知書

（別記第 12 号様式）を交付するものとする。  

 

（延滞利息） 

第 21 条 借受人は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったと

きは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額（その額に

百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。）につき年１４・５パーセント

の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。  

 

（実施細目） 

第 22 条 この規程に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この規程は、平成２１年１１月２６日から施行する。  



 

岐阜県介護福祉士等修学資金貸付規程の運用方針 

 

（平成２１年４月１日制定） 

                           （平成２１年１１月２６日改正） 

 

第１条関係 

この運用方針は、岐阜県介護福祉士等修学資金貸付規程の運用に関する細目を定めるこ 

 とを目的とする。 

第２条関係 

  平成２２年度以降の貸付けは、新規入学者を優先とする。新規入学者以外の者について

は、主たる家計支持者の失職、病気、事故、廃業、死別又は離別、災害等により家計が急

変した者に限るものとする。 

第４条関係 

１ 修学資金は、養成施設に支払う授業料、実習費、教材費等の納付金の他参考図書、学

用品、交通費等に充当するものであるので、貸付額については、月額５０,０００円の範

囲内であれば授業料等養成施設に対する納付金の額の如何を問わず、本人の希望する額

を貸し付けるものであること。 

２ 第２項の「養成施設に在学する期間」とは、原則として正規の修学期間であるが、人

材確保対策の観点から病気等真にやむを得ない事情によって留年した場合に限ってその

期間中も含めるものであること。  

第７条関係 

  貸付けの決定にあたっては、審査会において、次の事項を基準として審査し、決定する

ものとする。 

  （１） 養成施設の推薦書・推薦順位  

（２） 学業が優秀であること。 

  （３） 心身が健全であり、学業に専念できると認められること。  

  （４） 養成施設からの推薦等により、人物が優れていることを確認できること。  

  （５） 県内での就業の意思が特に認められること。  

第９条関係  

修学資金は、前期分４～９月分を４月に、後期分１０～３月分を１０月に分割して交付

するものとする。ただし、貸付け１年目は、前期分及び入学準備金ついて７月に交付する

ものとし、就職準備金は卒業年度の後期分と併せ１０月に交付するものとする。 

第１１条関係 

 １ 第１項の規定による会長への届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ該当各

号に掲げる様式により行うものとする。  

  （１） 氏名又は住所を変更したとき   別記第１号様式 

  （２） 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき  別記第２号様式 

  （３） 停学又は退学の処分を受けたとき、  別記第２号様式 

  （４） 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人を変更する

とき  別記第３号様式 

  （５） 業務に従事し始めたとき  別記第４号様式 



 

  （６） 退職したとき  別記第５号様式 

  （７） 従事する場所を変更したとき  別記第６号様式 

  （８） 養成施設を卒業したとき  別記第 10 号様式 

  （９） 介護福祉士等の登録を受けたとき 別記第 11 号様式 

 ２ 第２項の規定による会長への届出は、別記第 12 号様式により行うものとする。  

 ３ 第３項の規定による会長への届出は、別記第７号様式により行うものとする。  

第１３条関係 

  修学資金の貸付けを受けることを辞退する場合には、別記第８号様式によりその旨届出

るものとする。 

第１４条関係 

１ 修学資金の返還については、返還期間、返還額又は返還方法について、県知事の承

認を受けるものとする。  

２ 会長が定める期間とは、第１４条の各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月か

ら起算して貸付けを受けた期間（前条第２項の規定により修学資金が貸し付けられなか

った期間を除く。）に相当する期間（第１９条の規定により返還債務の履行が猶予さ

れたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間）内とする。  

３ 相続人又は連帯保証人への請求を行ってもなお返還が困難な状況であるなど、真に

やむを得ない場合と会長が判断した場合は、前項の期間について２を乗じた期間内と

することができる。  

４ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合

又は国家試験に合格できなかった場合であって、会長が本人の申請基づき次年度の国家

試験を受験する意志があると認めた場合、「養成施設を卒業した日」を「養成施設等の卒

業年次の翌々年の国家試験に合格した日」と読み替えることができる。  

５ 社会福祉士又は介護福祉士資格取得者が、第３条第１項の職種若しくは第３条第２項の

職種又は当該施設長（以下「第３条の職種等」という。）として従事することができなか

った場合であって、養成施設等卒業後１年以内に第３条の職種等以外の職種に採用された

者については、会長が本人の申請に基づき第３条の職種等に従事する意志があると認めた

場合、「養成施設を卒業した日から１年以内」を「養成施設を卒業した日から２年以内」

に読み替えることができる。 

第１５条関係 

 １ 第１４条関係の４及び５については、第１５条にも適用する。 

２ 「他の養成施設」とは、介護福祉士養成施設卒業者の場合は社会福祉士養成施設及び

精神保健福祉士養成施設、社会福祉士養成施設卒業者の場合は、介護福祉士養成施設及

び精神保健福祉士養成施設であること。  

 ２ 「その他やむを得ない理由」とは、育児休業等業務に従事することが困難であると客

観的に判断できる場合であること。  

 ３ ホームヘルパー・家政婦等の従事歴で返還免除を行う場合は、市町村及び有料職業紹

介所等へ登録した期間が通算１，８２５日以上であり、かつ、介護等の業務に従事した

期間が９００日以上であること。 

   ただし、当然免除を受けるために必要な業務に従事した期間が３年間である者（以下

「中高年離職者等」という。）については、市町村及び有料職業紹介所等へ登録した期間



 

が通算１,０９５日以上であり、かつ、介護等の業務に従事した期間が５４０日以上であ

ること。 

   なお、同時に２以上の市町村等において業務に従事した期間は一の期間として計算し、

通算しないものとすること。 

第１６条関係 

 １ 返還債務の裁量免除は、本貸付が介護福祉士等として業務に従事する者の定着促進を

図るものであることから、貸付けを受けた者の状況を十分把握のうえ個別に適用するも

のであること。 

 ２ 貸付けを受けた期間に相当する期間以上介護福祉士等として業務に従事した者であっ

ても、本人の責による理由により免職された者、特別な事情がなく恣意的に退職した者

等については適用しないこと。 

第１７条関係 

  「免除を受ける資格を有することを証するに足る書面」は、別記第９号様式により従事

した施設の長の証明を受けて提出すること。  

   ただし、従事する場所を変更した場合においては、それぞれの従事期間について、そ

れぞれ従事した施設の長の証明を受けて提出すること。  

   なお、中高年離職者については、離職証明等離職状況を確認できる書類を併せて提出

すること。 

第１９条関係 

  「他の養成施設」とは、介護福祉士養成施設卒業者の場合は社会福祉士養成施設及び精

神保健福祉士養成施設、社会福祉士養成施設卒業者の場合は介護福祉士養成施設及び精

神保健福祉士養成施設であること。  


